
目

次

告

示

○
令
和
三
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
九
号
）
の
要
領
（
財

政

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
三

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
三

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
五

正

誤

○
令
和
三
年
十
一
月
十
日
定
例
公
営
企
業
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
整
備
企
画
課
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
八
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
令

和
四
年
二
月
七
日
専
決
処
分
し
た
令
和
三
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
九
号
）
の
要

領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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第
四
百
二
十
五
号

令
和
四
年二

月
二
十
一
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
八
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

十
和
興
産
株

式
会
社

上
北
郡
東
北
町
旭

北
一
丁
目
三
一
の

九
〇

訪
問
介
護
Ｔ
О
Ｗ
Ａ
ヘ

ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
愛
宕

九
二
の
一

令
和四･
二･一五

青
森
県
告
示
第
八
十
三
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
五
〇
の
一

磯
野

敏
行

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
九
一
の
一

柏
崎

勝
幸

下
前
区
域

下
前
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
二
十
ト
ン
未

満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ
っ

て
、
主
と
し
て
い

か
つ
り
漁
業

（ ）2青 森 県 報 第425号令和４年２月21日 月曜日

令和３年度青森県一般会計補正予算（専決第９号）

令和３年度青森県一般会計補正予算（専決第９号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,000,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
778,211,981千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表歳入
歳出予算補正」による。

第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

12 繰 入 金 14,481,376 3,000,000 17,481,376
２ 基 金 繰 入 金 13,951,656 3,000,000 16,951,656

歳 入 合 計 775,211,981 3,000,000 778,211,981

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

２ 総 務 費 30,110,384 3,000,000 33,110,384
２ 企 画 費 5,569,446 3,000,000 8,569,446

歳 出 合 計 775,211,981 3,000,000 778,211,981

歳 出



青
森
県
告
示
第
八
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

青
森
市
大
字
前
田
字
湯
の
沢
二

澤

田

繁

悦

青
森
市
大
字
久
栗
坂
字
浜
田
一
〇
三
六
の
二

堤

德

治

青
森
市
八
重
田
二
丁
目
四
の
八

齋

藤

貞

一

青
森

青
森
県
告
示
第
八
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

の
名
称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

佐
井

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
三
二
の
二

新
田

雄
逸

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
三
〇
の
七

七

舘
脇

修

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
大
佐
井
二
四

津
田

勝
良

令
和
四
年
二
月

二
十
一
日
か
ら

同
年
三
月
七
日

ま
で

佐
井
村
漁
業

協
同
組
合

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
城
東
タ
ウ
ン
プ
ラ
ザ

弘
前
市
大
字
早
稲
田
四
丁
目
二
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

セ
ン
ト
ラ
ル
リ
ー
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
六
丁
目
一
〇
の
一

代
表
取
締
役

阿
部
直
志

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ
さ
き

弘
前
市
大
字
百
石
町
九

代
表
取
締
役

木
村
公
保

―

令
和四･
一･二〇
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外
三
者

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
二
月
三
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
四
年
二
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

相
坂

友
規

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
松
野
木
字
助
ケ
沢
七

五
ほ
か
一
筆

相
坂

友
規

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
沢
五
五
ほ

か
一
筆

小
関

貴
裕

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川
字
薬
師
道
添

四
六

小
関

貴
裕

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川
字
薬
師
道
添

四
九

小
関

貴
裕

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川
字
薬
師
道
添

五
一

相
坂

友
規

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
豆
沢
字
土
井
立
二

二
九
の
一

相
坂

友
規

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
沢
六
〇
の

二
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
本
郷

フ
ァ
ー
ム

東
津
軽
郡
今
別
町

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
川
平
字
清
川
一
九

九
の
一

小
鹿

勉

東
津
軽
郡
今
別
町

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
川
平
字
清
川
二
三

七
の
一
ほ
か
三
筆

株
式
会
社
ラ
イ
ス

フ
ァ
ク
ト
リ
ー

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
若
松
字
安
田
七
〇
の

一
ほ
か
二
筆

椛
沢

拳
也

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字
梵
纒
四
一

椛
沢

拳
也

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字
梵
纒
四
〇

ほ
か
六
筆

森

誠
吾

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
神
山
字
霰
走
三
三
三
の
一

ほ
か
一
筆

森

誠
吾

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
野
里
字
米
ケ
森
五
六
ほ
か

一
筆

小
林

る
り
子

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
沢
田
字
長
根
四
二
九
ほ
か
三

筆
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沢
井

清
治

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
沢
田
字
前
谷
地
二
四
三
ほ
か

三
筆

月
館

啓
三

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
八
四
一

田
面
木

優

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
一

七
三

浪
岡

幸
男

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
七
五
九
ほ
か

一
筆

佐
々
木

義
一
郎

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
和
田
九
一

向
中
野

國
男

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
橋
ノ
上
八
五
ほ
か
一
筆

瀬
川

左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
大
林
六
八

佐
々
木

義
一
郎

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
不
動
向
一
八
六

瀬
川

左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
有
田
沢
四
八
の
一
ほ
か
六

筆

小
又

上
治

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
哘
崎
三
四
ほ
か
二
筆

有
限
会
社
石
上
建
設

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
下
鳥
谷
部
八
二
の
五

有
限
会
社
瀬
川
農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
底
田
六
の
一
ほ
か
七
筆

楠

浩
幸

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
夏
間
木
二
一
一
の
一

有
限
会
社
み
ら
い
天

間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
上
志
多
六
七
の
三
ほ
か
一

筆

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日

三
八
地
域
県
民
局
長

船

水

浩

人

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

監

事

風
穴

求

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
新
田
三
の
一

令
和
四･
二･
三

正

誤

（ ）5 青 森 県 報 第425号令和４年２月21日 月曜日

整

備

企

画

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
三･一一･一〇

第
三
八
四
号

公
営
企
業

管
理
規
程

第
六
号

六

下

八

２
を
削
り
、
同
注
の
１

１
を
削
り
、
同
注
の
２



（ ）6青 森 県 報 第425号令和４年２月21日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

病
院
局
総
務
課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
三･一一･一〇

第
三
八
四
号

病
院
事
業

管
理
規
程

第
七
号

八

上

後
ろ
か
ら
五

２
を
削
り
、
同
注
の
１

１
を
削
り
、
同
注
の
２


